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令和７年１０月　太子町農業委員会定例会議事録 

 

 

１．開催日時　　令和７年１０月７日（火）午後 1時３０分～午後１時５０分 

 

２．開催場所　　太子町役場３階第１会議室 

 

３．出席委員：２番　上野委員　３番　山元委員　４番　三浦委員　 

５番　仲村委員　６番　植木委員　７番　楠本委員　 

８番　籾山委員　９番　上田委員　11 番　谷内委員　 

13 番　山村委員　14 番　小路委員　15 番　川端委員　 

16 番　松本委員　17 番　金谷委員 

 

４．欠席委員：　　１番　山本委員　10 番　中尾委員　12 番　川村委員 

 

５．議事日程 

 

　　　　議案第１号　農用地利用集積等促進計画案に対する意見聴取の件 

　　　　議案第２号　農地法第３条に係る許可申請の件 

報告第１号　農地法第４条第１項第７号に係る届出受理報告の件 

　　　　 

 

６．事務局職員 

　　　　事務局長　　川久保　みのり 

事務局　　　仲村　将樹 

　　　　　　田中　新人 

 

７．署名委員　　　　谷内委員　　山村委員 
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８．議事録 

 

【事務局長】 

ただ今より、令和７年１０月の定例会を開会します。 

 

それでは、会長より、ご挨拶をいただきます。 

 

【会長】 

 

　【あいさつ】 

 

【事務局長】 

ありがとうございました。 

出席委員は１７名中１４名で、定数に達しておりますので、本日の定例会は成立し

ております。それでは太子町農業委員会に関する規程第６条により、会長に議事の進

行をお願いいたします。 

 

【会長】 

それでは、本日の議事録署名委員について、私から指名いたします。谷内委員、山

村委員　よろしくお願いいたします。それでは、これより議事に入ります。 

議案第１号について、事務局より説明を求めます。 

 

【事務局】 

議案第１号　農用地利用集積等促進計画案に対する意見聴取の件は３件です。議案

書の１ページ１番をご覧下さい。（議案書説明） 

現地確認は山村委員にお願いしました。ご説明よろしくお願いいたします。 

 

【山村委員】 

９月２９日に事務局と現地確認しました。 

場所は、梅川橋から約２００ｍ西側の農地で、現在は米が作られている状態です。

以上です。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。本件は、農地中間管理機構を通じての利用権設定の期間満

了に伴い、再設定されるものです。 

以上です。 
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続きまして、議案書の１ページ２番をご覧下さい。（議案書説明） 

現地確認は山村委員にお願いしました。ご説明よろしくお願いいたします。 

 

【山村委員】 

９月２９日に事務局と現地確認しました。 

場所は、太子四つ辻から約１００ｍ北側の農地で、現在はぶどうが作られている状

態です。以上です。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。本件は、農地の維持管理に困られていた貸し手が町内にお

住まいで新規就農者の借り手と農地中間管理機構を介して利用権設定をされるもので

す。以上です。 

続きまして、議案書の１ページ３番をご覧下さい。（議案書説明） 

現地確認は三浦委員にお願いしました。ご説明よろしくお願いいたします。 

 

【三浦委員】 

１０月１日に事務局と現地確認しました。 

場所は、鹿向谷橋から約１５０ｍ北西側の農地で、現在はみかんが作られている状

態です。以上です。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。本件は、農地の維持管理に困られていた貸し手が町内で耕

作されており農地の規模拡大を考えられている借り手と、農地中間管理機構を介して

利用権設定をされるものです。以上です。 

 

【会長】 

議案第１号について何か質問はありませんか。 

 

【小路委員】 

３番のため池は個人池ですか。 

 

【事務局】 

はい。 

 

【小路委員】 

共有ではないですか。１０８３―１の一部となってますが。 
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【事務局】 

１０８３－１の一部がため池で一部が農地になっております。 

 

【会長】 

他にございませんか。 

無いようですので、議案第１号の１番について採決いたします。本件について、承

認される方は挙手をお願いします。 

 

【賛成多数】 

 

賛成多数と認めます。 

 

続きまして、議案第１号の２番について採決いたします。本件について、承認され

る方は挙手をお願いします。 

 

【賛成多数】 

賛成多数と認めます。 

続きまして、議案第１号の３番について採決いたします。本件について、承認され

る方は挙手をお願いします。 

 

【賛成多数】 

 

賛成多数と認めます。 

 

それでは、議案第２号について、事務局より説明を求めます。 

 

【事務局】 

議案第２号　農地法第３条に係る許可申請の件は２件です。議案書の２ページ１番

をご覧下さい。（議案書説明） 

現地確認は小路委員にお願いしました。ご説明よろしくお願いいたします。 

 

【小路委員】 

１０月２日に事務局と現地確認しました。 

場所は、東条観音堂の西側の農地で、現在は保全管理されている状態です。以上で

す。 
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【事務局】 

ありがとうございます。本件は、農地の維持管理に困られていた譲渡人から、河南

町にお住まいで現在、耕作をされている譲受人に所有権移転されるものです。以上で

す。 

 

続きまして議案書の２ページ２番をご覧下さい。（議案書説明） 

現地確認は山村委員にお願いしました。ご説明よろしくお願いいたします。 

 

【山村委員】 

９月２９日に事務局と現地確認しました。 

場所は、伽山集会所から約３００ｍ南側の農地で現在はぶどうや野菜が栽培されて

いる状態です。以上です。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。本件は、親族間の生前贈与により所有権移転されるもので

す。以上です。 

 

【会長】 

議案第２号について何か質問はありませんか。 

【質問対応】 

他にございませんか。 

無いようですので、議案第２号の１番について採決いたします。本件について、承

認される方は挙手をお願いします。 

 

【賛成多数】 

 

賛成多数と認めます。 

 

続きまして、議案第２号の２番について採決いたします。本件について、承認され

る方は挙手をお願いします。 

 

【賛成多数】 

 

賛成多数と認めます。 

 

それでは、報告第１号について、事務局より説明を求めます。 
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【事務局】 

報告第１号　農地法第４条第１項第７号に係る届出受理報告の件は１件です。議案

書の３ページをご覧下さい。（議案書説明） 

現地確認は籾山委員にお願いしました。ご説明よろしくお願いいたします。 

９月２９日に事務局と現地確認しました。 

場所は、金井戸公園に隣接する農地で現在は駐車場として利用されている状態です。

以上です。 

 

【籾山委員】 

ありがとうございます。本件は、既に駐車場となっており、農地転用手続きが必要

であることを知らずに駐車場として使用されております。今後は農地法を遵守する旨、

始末書を提出いただいています。よろしくお願いします。 

 

【会長】 

報告第１号について何か質問はありませんか。 

 

【質問対応】 

 

他にございませんか。無いようですので、次に、その他案件として事務局より何か

ありますか。 

 

【事務局】 

　・農地パトロールの報告について 

　・大阪府農業委員大会（１０月２４日）について 

 

他にございませんか。 

それでは、本日の案件はすべて終了しました。 

次回の定例会は　１１月　７日　金曜日 

時間は午後１時３０分からこの場所で開催します。 

以上で、１０月の定例会を閉会します。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名委員　　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名委員　　　　　　　　　　　　　


